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（１）次の手順で申請手続きを進めて下さい。                                 

①入力 

②確認 

③添付書類 

④応募 

⑤完了 

 

（２）「①入力」する内容は、次の通りとなります。                                

 ①農業法人等の概要 

 ②定着率 

 ③働き方改革実行計画、反社会的勢力の排除に関する誓約、個人情報の取り扱いに関する同意書 

 ④新規就農者（法人等雇用就農者）の概要 

 ⑤雇用契約内容確認書 

 ⑥研修計画 

 ※入力時に問題等があれば、赤字で表示されます。 

 ※研修計画は、「農業をはじめる．ｊｐ」に登録が必要です。入力作業に入る前に、こちらの手続きを進めて下さ

い。 

 ※適宜、入力したデータは、「入力内容を保存する」ボタンを押して、保存下さい。 

 

（３）「②確認」は、前述（２）で入力した内容が表示されます。間違いが無いか等、再度確認下さい。         

 

（４）「③添付書類」は、次の書類等を準備しておいて下さい。入力作業に入る前に準備をしておかれると、スムーズ

に申請が完了します。なお、添付可能なファイルは、PDF、Excel、Word、JPEG、PNG形式で、1つのファイル容

量が 1MB以内とします。それを超える場合は、メール（43koyousyuunou@nca.or.jp）にて添付ファイルを送信下

さい。 

 ①雇用就農者履歴書（参考様式あり） 

 ②研修指導者の履歴書（参考様式あり） 

 ③耕作証明書の写し（農業委員会を通じて発行） 

 ④就業規則の写し（賃金規定等就業規則で定める各種規定集） 

 ⑤法人等雇用就農者との間で、正社員前の雇用契約がある場合、正社員前の雇用契約書の写し（雇用契約書・労働

条件通知書・賃金台帳等） 

 ⑥研修指導者が代表者の場合で農業経験５年以内の場合、認定農業者の経営改善計画認定書又は次世代人材投資資

金経営開始型早期経営確立者を証する書類の写し 

 ⑦ハローワークを通じたトライアル雇用助成金を受ける場合、トライアル雇用実施計画書等の写し 

 ⑧法人等雇用就農者が代表者の三親等以内の場合、親族以外の労働条件が同じ従業員の雇用契約書・労働条件通知

書・雇用保険資格取得書類等の写し 

 ⑨法人等雇用就農者が外国人の場合、在留証明書の写し 

 ⑩法人等雇用就農者が、障がい者の場合、障害者手帳、療育手帳又は精神障害福祉手帳の写し 

⑪法人等雇用就農者が、生活困窮者の場合、生活困窮者自立支援事業において作成された就労に向けた支援計画の

写し 

⑫法人等雇用就農者が、刑務所出所者の場合、刑務所出所者に関する確認書（指定様式あり） 

⑬労働環境整備で働き方改革に資する施設（従業員専用の休憩室、男女別トイレ、更衣室、浴室等）を選択してい

る場合、その外観・内観写真 

 

以上 

  



①「入力」画面（１／６）                                          

 

 

 

  



 

 

  



①「入力」画面（２／６）                                          

 
  



①「入力」画面（３／６）                                          

 

 

 

 

  



①「入力」画面（４／６）                                          

 

 

 

  



①「入力」画面（５／６）                                          

 

 

 

  



 

 

 

  



①「入力」画面（６／６）                                          

 

 

 

 



 

  



②「添付書類」画面                                             

 

 

 

 



 

 


